
労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会 開催要綱 
 

令和３年１月６日 
 
１ 開催の趣旨 

少子高齢化による就業構造の変化、働き方や職業キャリアに対する考え方の多

様化等を踏まえ、新しい時代に対応した労働市場の整備と就労マッチングサービ

スの発展の観点から、多種多様となっている採用プロセスにおける人材サービス

を明らかにした上で、我が国のこれからの雇用仲介制度の在り方を検討する必要

がある。 
このため、学識経験者からなる研究会を開催し、労働市場における雇用仲介の

在り方について、法的・制度的な観点から専門的な検討を行う。 
 
２ 検討事項 
①ＩＴ化等による新しい事業モデル・サービスに対応した制度の在り方 
②有料職業紹介事業及び募集情報等提供事業等をより適正かつ効果的に運営する

ための制度の在り方 
③働き方や職業キャリアの在り方が多様化する中で、需要サイドと供給サイド双

方にとって機能的な労働市場を実現するための制度や官民連携の在り方 
 
３ 構成員 
（１）研究会の構成員は、別紙のとおりとする。 
（２）研究会の座長は、構成員の互選により選出する。 
（３）座長は、必要に応じ意見を聴取するため、参考人を招聘することができる。 
 
４ 研究会の運営等 
（１）研究会は、厚生労働省職業安定局長が学識経験者の参集を求めて開催する。 
（２）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課において行う。 
（３）研究会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、

個社のヒアリング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又

は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が非公開が妥当である

と判断した際には、非公開とすることができる。なお、非公開とする場合に

は、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開する。 
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